
経済・財政再⽣計画 改⾰⼯程表 2017改定版（原案） – 概要 –
本改⾰⼯程表は、「経済・財政再⽣計画」にのっとり改⾰を着実に推進するため、2015年末に策定され、2016年

末に改定された「経済・財政再⽣計画 改⾰⼯程表」を更に改定したもの。

【主要分野毎の改⾰の主な取組】

社会保障分野

地⽅⾏財政改⾰・分野横断的な取組

【 ○：これまでの取組 →：今後の取組 】

社会資本整備

⽂教・科学技術

コンパクト・プラス・ネットワークの形成
○⽴地適正化計画の作成について、357市町村が具体的な取組を⾏い、
112市町村が計画を作成・公表（2017年７⽉末）

→2015年から2030年までに⼈⼝が２割以上減少する⾒込みの⾃治体
のうち都市計画区域を有するものの計画策定を促進

公共施設のストック適正化
○ほぼすべての地⽅公共団体が、公共施設等総合管理計画の策定を完了
→個別施設計画の着実な進捗を図るとともに、計画の主な内容や維持
管理・更新費の⾒通しを⽐較可能な形で⽰す「⾒える化」を推進

ＰＰＰ／ＰＦＩの推進
○ＰＰＰ／ＰＦＩ⼿法導⼊を優先的に検討する仕組みについて、国及
び⼈⼝20万⼈以上の地⽅公共団体への導⼊を推進

→地域の実情や運⽤状況、先⾏事例を踏まえ、⼈⼝20万⼈未満の地⽅
公共団体への取組を進める。

所有者を特定することが困難な⼟地の有効活⽤
○所有者の所在の把握が難しい⼟地に関する探索・利活⽤のためのガ
イドラインを策定・改訂

→公共的⽬的のための利⽤を可能とする新たな仕組み等について次期
通常国会に法案を提出するとともに、登記制度や⼟地所有権の在り
⽅といった中⻑期的課題について検討を進める。

インフラマネジメントに資するデータプラットフォームの構築
○社会資本情報プラットフォームの試⾏運⽤を開始
→各府省、地⽅公共団体、⺠間事業者等とのデータ連携を推進

コンパクト・プラス・ネットワークの形成
○⽴地適正化計画の作成について、357市町村が具体的な取組を⾏い、
112市町村が計画を作成・公表（2017年７⽉末）

→2015年から2030年までに⼈⼝が２割以上減少する⾒込みの⾃治体
のうち都市計画区域を有するものの計画策定を促進

公共施設のストック適正化
○ほぼすべての地⽅公共団体が、公共施設等総合管理計画の策定を完了
→個別施設計画の着実な進捗を図るとともに、計画の主な内容や維持
管理・更新費の⾒通しを⽐較可能な形で⽰す「⾒える化」を推進

ＰＰＰ／ＰＦＩの推進
○ＰＰＰ／ＰＦＩ⼿法導⼊を優先的に検討する仕組みについて、国及
び⼈⼝20万⼈以上の地⽅公共団体への導⼊を推進

→地域の実情や運⽤状況、先⾏事例を踏まえ、⼈⼝20万⼈未満の地⽅
公共団体への取組を進める。

所有者を特定することが困難な⼟地の有効活⽤
○所有者の所在の把握が難しい⼟地に関する探索・利活⽤のためのガ
イドラインを策定・改訂

→公共的⽬的のための利⽤を可能とする新たな仕組み等について次期
通常国会に法案を提出するとともに、登記制度や⼟地所有権の在り
⽅といった中⻑期的課題について検討を進める。

インフラマネジメントに資するデータプラットフォームの構築
○社会資本情報プラットフォームの試⾏運⽤を開始
→各府省、地⽅公共団体、⺠間事業者等とのデータ連携を推進

地⽅交付税をはじめとした地⽅の財政に係る制度の改⾰
○地⽅交付税におけるトップランナー⽅式について、16業務について
2016年度から、２業務について2017年度から基準財政需要額の算定
に反映開始

→窓⼝業務の⺠間委託について、地⽅独⽴⾏政法⼈の活⽤や標準委託仕
様書の作成・全国展開などの取組を強化し、その状況を踏まえ、トッ
プランナー⽅式の2019年度の導⼊を視野に⼊れて検討

○公営企業(⽔道、下⽔、病院）の広域化等について、検討を要請。公
営企業の経営基盤強化に向け経営戦略等の策定を推進

→公営企業について経営基盤強化の取組の⾒える化等を推進。第三セク
ターについて、財政的リスク状況を踏まえ、⾃治体における経営健全
化のための⽅針の策定・公表を推進

地⽅⾏財政の「⾒える化」
○地⽅公共団体の基⾦について、積⽴状況等に関する調査・分析を実施
→基⾦の考え⽅・増減の理由・今後の⽅針を含め、各地⽅公共団体に財
政状況に関する公表内容の充実を要請。⾒える化促進を検討

ＩＴ化と業務改⾰、⾏政改⾰
○マイナンバー利活⽤促進ロードマップを策定、マイナポータルの本格
運⽤を開始

→マイナンバーの利⽤範囲の⼾籍事務、旅券事務等への拡⼤について、
2019年通常国会での関連法案提出に向け、法制上の措置を検討

地⽅交付税をはじめとした地⽅の財政に係る制度の改⾰
○地⽅交付税におけるトップランナー⽅式について、16業務について
2016年度から、２業務について2017年度から基準財政需要額の算定
に反映開始

→窓⼝業務の⺠間委託について、地⽅独⽴⾏政法⼈の活⽤や標準委託仕
様書の作成・全国展開などの取組を強化し、その状況を踏まえ、トッ
プランナー⽅式の2019年度の導⼊を視野に⼊れて検討

○公営企業(⽔道、下⽔、病院）の広域化等について、検討を要請。公
営企業の経営基盤強化に向け経営戦略等の策定を推進

→公営企業について経営基盤強化の取組の⾒える化等を推進。第三セク
ターについて、財政的リスク状況を踏まえ、⾃治体における経営健全
化のための⽅針の策定・公表を推進

地⽅⾏財政の「⾒える化」
○地⽅公共団体の基⾦について、積⽴状況等に関する調査・分析を実施
→基⾦の考え⽅・増減の理由・今後の⽅針を含め、各地⽅公共団体に財
政状況に関する公表内容の充実を要請。⾒える化促進を検討

ＩＴ化と業務改⾰、⾏政改⾰
○マイナンバー利活⽤促進ロードマップを策定、マイナポータルの本格
運⽤を開始

→マイナンバーの利⽤範囲の⼾籍事務、旅券事務等への拡⼤について、
2019年通常国会での関連法案提出に向け、法制上の措置を検討

エビデンスに基づくＰＤＣＡサイクルの徹底
○教育政策全体のＰＤＣＡサイクル構築等の検討
→次期教育振興計画においてライフステージを通じた教育政策全体の
ＰＤＣＡサイクル構築を推進、地⽅⾃治体にも普及・促進

→ＥＢＰＭ推進の基盤となる教育関連データの整備、多様な研究者によ
る活⽤等を促進

○教員の勤務実態調査の実施・調査分析
→定量的な学校の業務改善内容の成果分析を⾏い、取組の推進、業務の
効率化・質の向上等を図る

○⼤学教育の質の向上のための⼤学改⾰の検討
→⼤学教育の質や成果の⾒える化、外部⼈材の登⽤の促進、ガバナンス
改⾰など経営⼒強化、少⼦化や経済社会の変化等を踏まえた⼤学組織
再編等を推進

⺠間資⾦の導⼊促進
○科学技術イノベーション官⺠投資拡⼤イニシアティブを具体化
→⺠間研究開発投資誘発効果の⾼い領域への各省施策の誘導を図る官⺠
研究投資拡⼤プログラム（PRISM）等の推進

予算の質の向上・重点化
○指定国⽴⼤学法⼈制度を創設し３⼤学を指定、卓越⼤学院プログラム
を創設、年俸制、クロスアポイントメント制度の導⼊を促進

→ＫＰＩを設定し、世界最⾼⽔準の教育研究活動の展開、年俸制・クロ
スアポイントメント制度等のメリット分析、優良事例の横展開を推進

○戦略的イノベーション創造プログラム（ＳＩＰ）について、社会実装
を推進

→成果、実績等について、定量的な評価を実施、今後の施策に反映

エビデンスに基づくＰＤＣＡサイクルの徹底
○教育政策全体のＰＤＣＡサイクル構築等の検討
→次期教育振興計画においてライフステージを通じた教育政策全体の
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→ＥＢＰＭ推進の基盤となる教育関連データの整備、多様な研究者によ
る活⽤等を促進

○教員の勤務実態調査の実施・調査分析
→定量的な学校の業務改善内容の成果分析を⾏い、取組の推進、業務の
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○⼤学教育の質の向上のための⼤学改⾰の検討
→⼤学教育の質や成果の⾒える化、外部⼈材の登⽤の促進、ガバナンス
改⾰など経営⼒強化、少⼦化や経済社会の変化等を踏まえた⼤学組織
再編等を推進

⺠間資⾦の導⼊促進
○科学技術イノベーション官⺠投資拡⼤イニシアティブを具体化
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研究投資拡⼤プログラム（PRISM）等の推進
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→成果、実績等について、定量的な評価を実施、今後の施策に反映

地域医療構想の実現に向けた取組等
○全都道府県が前倒しして地域医療構想を策定（2016年度末）
→個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応⽅針の速やかな策定に向
けて、都道府県ごとに２年間で集中的な検討が⾏われるよう、地域医療
構想の進捗状況を３か⽉ごとに管理し、公表

健康増進、医療費適正化
○各都道府県において、第３期医療費適正化計画を策定(本年度末)
→保険者へのインセンティブを強化するとともに、保険者協議会において、
都道府県が中核的な役割を発揮し、住⺠の健康増進と医療費適正化を推
進

診療報酬、介護報酬改定
→（７対１⼊院基本料算定要件の在り⽅、介護医療院の基準・報酬等につ
いては、年末までの検討結果に基づき、取組内容を記載）

介護保険制度
○保険者機能を強化し、⾼齢者の⾃⽴⽀援・重度化防⽌に向けた取組を推
進することなどを内容とする改正介護保険法を提出、成⽴

→財政的インセンティブ付与等により保険者の取組を促進

薬価制度の抜本改⾰等
→（新薬創出等加算の抜本的⾒直し、⻑期収載品の薬価の⾒直し等につい
ては、年末までの検討結果に基づき、取組内容を記載）

○後発医薬品の使⽤割合を80％とする時期を2020年９⽉と決定
→2018年度実績から保険者ごとの後発医薬品の使⽤割合を公表するなど更
なる対応を実施

⽣活保護、⽣活困窮者⾃⽴⽀援
→（後発医薬品の使⽤促進に係る更なる取組や医療扶助の適正化、就労⽀
援の推進等については、年末までの検討結果に基づき、取組内容を記載）

地域医療構想の実現に向けた取組等
○全都道府県が前倒しして地域医療構想を策定（2016年度末）
→個別の病院名や転換する病床数等の具体的対応⽅針の速やかな策定に向
けて、都道府県ごとに２年間で集中的な検討が⾏われるよう、地域医療
構想の進捗状況を３か⽉ごとに管理し、公表

健康増進、医療費適正化
○各都道府県において、第３期医療費適正化計画を策定(本年度末)
→保険者へのインセンティブを強化するとともに、保険者協議会において、
都道府県が中核的な役割を発揮し、住⺠の健康増進と医療費適正化を推
進

診療報酬、介護報酬改定
→（７対１⼊院基本料算定要件の在り⽅、介護医療院の基準・報酬等につ
いては、年末までの検討結果に基づき、取組内容を記載）

介護保険制度
○保険者機能を強化し、⾼齢者の⾃⽴⽀援・重度化防⽌に向けた取組を推
進することなどを内容とする改正介護保険法を提出、成⽴

→財政的インセンティブ付与等により保険者の取組を促進

薬価制度の抜本改⾰等
→（新薬創出等加算の抜本的⾒直し、⻑期収載品の薬価の⾒直し等につい
ては、年末までの検討結果に基づき、取組内容を記載）

○後発医薬品の使⽤割合を80％とする時期を2020年９⽉と決定
→2018年度実績から保険者ごとの後発医薬品の使⽤割合を公表するなど更
なる対応を実施

⽣活保護、⽣活困窮者⾃⽴⽀援
→（後発医薬品の使⽤促進に係る更なる取組や医療扶助の適正化、就労⽀
援の推進等については、年末までの検討結果に基づき、取組内容を記載）

資料３


